
兵庫県警察広報広聴活動規程の実施に関し必要な様式及び専門相談電話に係る細目

（例規乙） 

平成 31 年３月４日 

兵警広例規乙第３号総務部長 

 

〔沿革〕 令和２年３月兵警広例規乙第３号、７月第４号、３年３月兵警総例規乙第８号、８年

４月兵警広例規乙第１号改正  

兵庫県警察広報広聴活動規程の実施に関し必要な様式及び専門相談電話に係る細目を下記の

ように定め、平成 31 年４月１日から実施する。 

記 

１ 趣旨 

この通達は、兵庫県警察広報広聴活動規程（平成 11 年兵庫県警察本部訓令第６号。以下

「訓令」という。）の実施に関し必要な様式及び専門相談電話に係る細目を定めるものとす

る。 

２ 専門相談電話 

(1) 訓令第 34 条第２項に規定する所属は、次の表の左欄に掲げる所属とし、当該所属に置か

れる専門相談電話は、同表右欄に掲げるものとする。 

所属名 専門相談電話の名称（愛称） 

警務部警務課 被害者こころの電話 

刑事部捜査第一課 性犯罪被害 110 番 

刑事部組織犯罪対策局暴

力団対策課 

暴力 110 番ヤクザゼロ 

企業ホットライン 

暴力団離脱相談電話 

刑事部組織犯罪対策局薬

物銃器対策課 

覚醒剤 110 番 

拳銃 110 番報奨制度 

生活安全部人身安全対策

課 

ストーカー・ＤＶ相談電話 

生活安全部生活経済課 アニマルポリス・ホットライン 

生活安全部少年課 少年相談室（ヤングトーク） 

地域部鉄道警察隊 痴漢等被害相談所 

交通部運転免許課 安全運転相談ダイヤル 

(2) 専門相談電話の運用については、次に掲げるところによるものとする。 

ア 所属長は、専門相談電話を設置しようとする場合は、総務部長に報告（総務部県民広

報課経由）をすること。専門相談電話を廃止しようとする場合も同様とする。 

イ 所属長は、専門相談電話における警察相談について、訓令の規定によらない方法によ

り処理しようとする場合は、総務部長と協議（総務部県民広報課経由）の上、別に処理

要領を定めるものとする。 



３ 様式 

(1) 兵庫県警察音楽隊派遣要請書 

訓令第 20 条第１項に規定する兵庫県警察音楽隊派遣要請書の様式は、様式第１号のと

おりとする。 

(2) 報道連絡簿 

訓令第 31 条第１項に規定する報道連絡簿の様式は、様式第２号のとおりとする。 

(3) 広聴処理票 

訓令第 36 条第２項に規定する広聴処理票の様式は、様式第３号のとおりとする。 

(4) 月間広報広聴活動計画及び広報広聴活動実施結果報告書 

訓令第 43 条に規定する月間広報広聴活動計画及び広報広聴活動実施結果報告書の様式

は、様式第４号のとおりとする。 



  様式第１号（３の(1)関係）                                

                                  

                                                                            

発第      号 

                                  年    月     日 

  

本  部  長  殿 

（県民広報課）                           

 

      長 
                                         

 

兵 庫 県 警 察 音 楽 隊 派 遣 要 請 書  

行 事 名   

主 催 者  

協 賛 ・ 後 援 等  

開 催 日 時   年  月  日（ ）    時  分から    時  分まで 

開 催 場 所  

演 奏 予 定 時 間      時  分から    時  分まで   □未定 

 

行 事 の 種 別 

□キャンペーン   □パレード   □住民大会（        ） 

□交通安全教室   □防犯教室   □式典（          ） 

□その他（          ） 

 

演 奏 種 別 

 

□静止演奏（  分間）（□屋内  □屋外） 

□パレード（距離   メートル）        

ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ隊員 

希望の有無 

□有 

□無 

□ドリル  （広さ   メートル×   メートル） 

雨 天 の 場 合  □可（□静止演奏 □パレード □ドリル）  □否 

聴 衆 （ 対 象 ） 

及 び 予 定 人 員 

 □幼児  □小学生  □中学生  □高校生  □一般  □高齢者 

 □その他（         ）                 人 

警 察 署 の 

連 絡 担 当 者 等 

連絡担当者      係 氏名         警電 

事前の広報 □有 □無 現場広報  □有（       ）□無 

要 請 者  

連 絡 責 任 者 

（行事担当者） 

役 職  電 話  

氏 名  Ｆ Ａ Ｘ  

 

派 遣 に つ い て 

の 所 属 長 意 見 

 

 

 

 

 

そ の 他 

参 考 事 項 

 

 

 
                                                                                                                                           

注 １ 関係機関・団体等から要請を受けたときは、太線の枠内にその関係先を必ず記載す

ること。 

２  該当する事項の□にレ印を付すること。  

３  行事等の計画書、現場付近の地図等の参考資料を添付すること。  

分 類 記 号 Ｃ 0 1 0 4 

保 存 期 限 ． ． 



  











  





 


